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経団連「女性活躍推進（男女間賃金差異の

解消等）に関するアンケート」の調査結果から 

経団連が「女性活躍推進（男女間賃金差異の

解消等）に関するアンケート」（調査期間 2024 年８

月７日～９月６日）を公表しました。この調査は、会

員企業 1,621 社のうち、回答があった 442 社（回答

率 13.9％）から集計したものです。 

◆男女間賃金差異の状況 

 男女間賃金差異の状況（平均）は、「全労働者」

が 68.9％、「正規雇用労働者」が 71.8％、「非正規

雇用労働者」が 71.0％でした。差異の要因は、「管

理職登用における男女割合の違い」（65.8％）が最

も多く、次いで「雇用管理区分における男女割合の

違い」（40.9％）、「新卒・経験者等の採用における

男女割合の違い」（26.7％）が続いています。 

◆女性活躍推進（男女間賃金差異の解消等）に

関する取組みの状況 

男女間賃金差異の解消やアンコンシャス・バイア

ス（無意識の思い込み）の是正に向けた考え方・施

策について、自社の一般事業主行動計画等に「盛

り込んでいる」と回答した企業は 62.2％（140 社）、

「現在、盛り込む べく検討している」との回 答は

16.4％（37 社）でした。約８割の企業が女性活躍推

進に積極的に取り組んでいることになります。 

また、女性活躍や男女間賃金差異の解消に向

けて取り組んでいる具体的な施策としては、「全社

的な長時間労働の防止・業務効率化（年休取得

促進、ノー残業デーの設定、勤務間インターバル制

度の導入・拡充、業務のデジタル化等）」（83.6％）

が最も多く、次いで「多様で柔軟な働き方の推進（フ

レックスタイム制度や裁量労働制、テレワークの導

入・拡充等）」（82.2％）や「男性の家事・育児促進

（育児休業等の取得推進等）」（80.0％）などが続い

ています。 

 これらのほかに、この調査では女性の健康課題（月

経随伴症、更年期症状、不妊治療等）、男性の健

康課題（更年期症状・不妊治療・風しん対策等）に

関する支援策の取組み状況などが公表されていま

す。 

 自社で対応を検討する際に参考にしてみてはいか

かでしょうか。 

 
20代・30代のビジネスパーソン 900人に聞い

た「入社後ギャップ」 

～エン・ジャパン調査より 

エン・ジャパン株式会社が、運営する若手ハイキャ

リア向けスカウト転職『AMBI』上で、39歳以下の

ユーザーを対象に「入社後ギャップ」についてアンケー

トを実施し、929名から回答を得ました。以下、概

要をご紹介します。 
◆約９割が「入社後にギャップを感じた経験がある」

と回答。良いギャップ・悪いギャップいずれも上位に

「職場の雰囲気」と「仕事内容」がランクイン 
「入社後にギャップを感じた経験はありますか？」と

伺うと、87％が「ある」と回答しました。入社後ギャッ

プを感じたことがある方に、「想定より良かったギャッ

プ」を伺うと、上位は「職場の雰囲気」（40％）、「仕

事内容」（31％）。「想定より悪かったギャップ」でも、

「仕事内容」（39％）、「職場の雰囲気」（38％）が

上位に並びました。想定よりも悪かったギャップにおい

ては、男性よりも女性のほうが「仕事量」で 10 ポイン

ト、「勤務時間・休日休暇」で 9 ポイント高い結果と
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なりました。「想定通りだったギャップ」のトップは「勤務

地」（37％）でした。 
◆半数以上が「事前に防げるギャップではなかった」

と回答 

入社後ギャップを感じたことがある方に、「入社前

の企業調べの段階で、事前に防げたギャップだったと

思いますか？」と伺うと、42％が「そう思う」（そう思う：

８％、どちらかと言うとそう思う：34％）と回答しまし

た。一方、52％が「そう思わない」（そう思わない：

24％、どちらかと言えばそう思わない：28％）と回答し

ており、半数以上の方が事前にギャップを防ぐことの

難しさを感じているようです。 
◆約７割が、入社後ギャップが理由で転職を考えた

経験あり。転職を考える原因になったギャップ、トップ

は「職場の雰囲気」「仕事内容」 
入社後ギャップを感じたことがある方に「ギャップが

原因で転職したことはありますか？」と伺うと、34％が

「転職したことがある」、33％が「転職はしていない

が、転職活動をしたことはある」と回答しました。

ギャップがきっかけで転職を考えたことがある方に、そ

の原因になった一番のギャップポイントを伺うと、上位

は「職場の雰囲気」「仕事内容」（34％）、「給与」

（33％）でした。 
 
令和 7 年度の雇用保険料率 
 厚生労働省は、令和７年度の雇用保険料率の

案内を公開しました。令和５年４月～令和７年３月

までの保険料から 0.1%引き下げとなりました。 

◆一般の事業の雇用保険料率 

労働者負担と事業主負担あわせて 14.5／1,000 と

なります（令和７年３月までは 15.5／1,000）。失業

等給付・育児休業給付の保険料率が労働者負

担・事業主負担ともに６／1,000 から 5.5／1,000 に

変更になったことで 0.1％引き下げられました。 

事業主のみ負担となる雇用保険二事業の保険料

率についての変更はなく、3.5／1,000 です。 

◆農林水産・清酒製造の事業 

農林水産・清酒製造の事業の雇用保険料率は労

働者負担と事業主負担あわせて 16.5／1,000 とな

ります（令和７年３月までは 17.5／1,000）。 

◆建設の事業 

建設の事業は労働者負担と事業主負担あわせて

17.5／1,000 となります（令和７年３月までは 18.5／

1,000）。 

 
３月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

15 日 
○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適

用のもの＞［税務署］ 
○ 個人の道府県民税および市町村民税の申告

［市区町村］ 
○ 個人事業税の申告［税務署］ 
○ 個人事業所税の申告［都・市］ 
○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 
○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 
○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務

署］ 
○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 
○ 総収入金額報告書の提出［税務署］ 
31 日 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務

署］ 


